
 

 

土壌環境・地盤環境
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項  目 環　境　上　の　条　件

カドミウム 検液１Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米１kgにつき0.4mg以下であること。

全シアン 検液中に検出されないこと。

有機燐（りん） 検液中に検出されないこと。

鉛 検液１Lにつき0.01mg以下であること。

六価クロム 検液１Lにつき0.05mg以下であること。

砒（ひ）素 検液１Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る）においては、土壌１kgにつき15mg未満であること。

総水銀 検液１Lにつき0.0005mg以下であること。

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。

銅 農用地（田に限る）においては、土壌１kgにつき125mg未満であること。

ジクロロメタン 検液１Lにつき0.02mg以下であること。

四塩化炭素 検液１Lにつき0.002mg以下であること。

クロロエチレン（別名
塩化ビニル又は塩化ビ
ニルモノマー）

検液１Lにつき0.002mg以下であること。

1,2-ジクロロエタン 検液１Lにつき0.004mg以下であること。

1,1-ジクロロエチレン 検液１Lにつき0.1mg以下であること。

1,2-ジクロロエチレン 検液１Lにつき0.04mg以下であること。

1,1,1-トリクロロエタン 検液１Lにつき1mg以下であること。

1,1,2-トリクロロエタン 検液１Lにつき0.006mg以下であること。

トリクロロエチレン 検液１Lにつき0.03mg以下であること。

テトラクロロエチレン 検液１Lにつき0.01mg以下であること。

1,3-ジクロロプロペン 検液１Lにつき0.002mg以下であること。

チウラム 検液１Lにつき0.006mg以下であること。

シマジン 検液１Lにつき0.003mg以下であること。

チオベンカルブ 検液１Lにつき0.02mg以下であること。

ベンゼン 検液１Lにつき0.01mg以下であること。

セレン 検液１Lにつき0.01mg以下であること。

ふっ素 検液１Lにつき0.8mg以下であること。

ほう素 検液１Lにつき1mg以下であること。

1,4-ジオキサン 検液１Lにつき0.05mg以下であること。

媒体 基準値
土　 壌 1,000pg-TEQ/g以下

表１　土壌の汚染に係る環境基準

備考
１　環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては別に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うもの
   とする。
２　カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に
   係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれ
   ぞれ地下水１Lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それ
   ぞれ検液1Lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
３　「検液中に検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下
    回ることをいう。
４　有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。
５　1,1-ジクロロエチレンに係る環境基準については、2014年3月20日に、0.02mg/L→0.1mg/Lに改正された。

表２　ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準

備考
１　土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別され
　 ている施設に係る土壌については適用しない。
２　基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。
３　環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合
   には、必要な調査を実施することとする。
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地下水 土壌
名古屋市 2018年6月14日 六価クロム、ほう素 無 有
一宮市 2018年7月17日 六価クロム 有
一宮市 2018年8月13日 砒素 有
名古屋市 2018年8月21日 鉛、砒素、ふっ素、ほう素、鉛（含） 有
岡崎市 2018年10月3日 鉛（含） 有
名古屋市 2018年10月26日 砒素 有
名古屋市 2018年11月6日 砒素 有
豊川市 2018年11月8日 シアン化合物 無 有
小牧市 2018年12月4日 鉛、砒素 無 有
豊田市 2018年12月7日 六価クロム、砒素 無 有
名古屋市 2018年12月11日 砒素、ふっ素 有
名古屋市 2018年12月14日 鉛、鉛（含） 有
稲沢市 2018年12月18日 六価クロム、シアン化合物、鉛、鉛（含） 無 有
豊田市 2019年2月20日 ふっ素、鉛（含） 有
名古屋市 2019年3月20日 六価クロム 無 有
名古屋市 2019年3月29日 六価クロム、シアン 無 有
豊田市 2018年4月5日 六価クロム 無 有
名古屋市 2018年4月11日 六価クロム 無 有
名古屋市 2018年4月13日 砒素、ふっ素 有
名古屋市 2018年5月8日 砒素 有
名古屋市 2018年5月14日 ふっ素 有
名古屋市 2018年6月18日 砒素 無 有
豊川市 2018年6月19日 鉛、鉛（含） 無 有
東海市 2018年6月29日 シアン、セレン 無 有
半田市 2018年7月6日 セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素、鉛（含）、ふっ素（含） 有 有
名古屋市 2018年7月18日 砒素、ふっ素、ふっ素(含)、鉛（含) 有
名古屋市 2018年7月30日 鉛、鉛（含） 無 有
名古屋市 2018年9月4日 砒素、ふっ素 有
豊明市 2018年9月5日 ベンゼン 無 有
高浜市 2018年9月6日 鉛、ほう素、鉛（含）、ほう素（含） 有 有
名古屋市 2018年9月21日 ふっ素 有
東海市 2018年9月21日 ベンゼン、シアン 有 有

名古屋市 2018年9月27日 ふっ素 有

名古屋市 2018年10月4日 カドミウム、セレン、鉛、ふっ素、鉛（含）、砒素（含） 有
高浜市 2018年10月9日 ほう素 有 有
小牧市 2018年10月12日 シス-1,2-ジクロロエチレン 有 無
武豊町 2018年10月19日 ふっ素 無 有
犬山市 2018年10月29日 ふっ素 無 有
名古屋市 2018年10月31日 ふっ素 有
名古屋市 2018年11月20日 砒素、ふっ素 有
名古屋市 2018年11月28日 砒素 無 有

名古屋市 2018年12月14日 クロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、砒素、ふっ素、鉛（含） 有 有

小牧市 2018年12月18日 鉛、砒素 無 有
名古屋市 2019年1月16日 ふっ素 有
名古屋市 2019年2月4日 ベンゼン 無 有
名古屋市 2019年2月15日 砒素 有
名古屋市 2019年2月21日 砒素 有
名古屋市 2019年3月4日 クロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン 有 有
名古屋市 2019年3月11日 鉛、砒素 有
春日井市 2019年3月12日 六価クロム 無 有
名古屋市 2019年3月22日 鉛、砒素、鉛（含） 無 有
名古屋市 2019年3月27日 水銀（含）、ふっ素、ほう素 有 有
安城市 2019年3月27日 鉛 無 有
名古屋市 2019年3月28日 砒素 有
稲沢市 2018年5月23日 砒素 無 有
岡崎市 2018年6月13日 鉛、砒素、ふっ素 有
半田市 2018年6月18日 鉛（含） 無 有
北名古屋市 2018年7月3日 鉛（含） 有

清須市 2018年7月18日 ふっ素、ふっ素（含） 有 有
小牧市 2018年7月23日 六価クロム 無 有
刈谷市 2018年7月30日 鉛、砒素、ふっ素、ふっ素（含） 有 有
豊田市 2018年8月2日 トリクロロエチレン、砒素 無 有
岡崎市 2018年8月21日 ふっ素 有
豊明市 2018年9月5日 ふっ素 無 有

清須市 2018年10月1日 ふっ素 有 有
小牧市 2018年10月11日 砒素 有
小牧市 2018年10月12日 砒素 無 有
飛島村 2018年10月26日 ほう素 有
稲沢市 2018年11月9日 鉛（含） 有
豊田市 2018年12月20日 砒素 無 有
春日井市 2019年1月11日 鉛 無 有
豊田市 2019年2月14日 鉛（含） 有
飛島村 2019年2月28日 ふっ素、ほう素 有
武豊町 2019年3月15日 六価クロム、水銀、鉛、砒素、ふっ素、鉛（含） 有

（注１）県又は政令市において公表した事例
（注２）名古屋市内は県民の生活環境の保全等に関する条例が適用されず、市民の健康と安全を確保する環境の保全
 　　 　に関する条例に基づく届出である。
（資料）環境局調べ

法

条
例

自
主
報
告

表３　法、条例に基づく届出及び自主報告による土壌・地下水汚染事例の概要（2018年度）

事業場等
の所在地

公表等年月 基準超過物質
汚染の別
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図１ 沈下域及び最大沈下量の経年変化（尾張・名古屋市地域）
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（ （

注） 年から 年までは名古屋市分の 以上 未満の沈下面積データが存在しないため、算入していない。
（資料） 環境局・名古屋市調べ

 
 
 
 

図２ 沈下域及び最大沈下量の経年変化（西三河地域） 
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注） 年は欠測、 年以降は隔年で水準測量を実施している。
（資料） 環境局調べ

(37)



図３ 主要な水準点の累積変動状況（尾張・名古屋市地域）

累
積
変
動
量

㎝

：弥富市神戸七丁目 ：名古屋市港区新茶屋四丁目 ：蟹江町大字鍋蓋新田字中ノ割

：弥富市鳥ヶ地一丁目 ：津島市西柳原町一丁目 ：愛西市北一色町東田面

：稲沢市祖父江町桜方新江南  

図４ 主要な水準点の累積変動状況（西三河地域）
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㎝

：西尾市吉良町白浜新田北切 ：西尾市吉良町富田油田 ：西尾市吉良町吉田豊岡

：西尾市吉良町上横須賀菱池 ：西尾市吉良町大島一反畑 ：西尾市吉良町吉田万田

：岡崎市上青野町新井 ：西尾市江原町宮後 ：西尾市一色町対米長池
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図５ 地下水揚水量の地域別経年変化
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図６ 十四山地盤沈下観測所の地下水位及び隣接水準点 の累積変動量
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図７ 工業用水法に基づく揚水規制地域 図８ 県民の生活環境の保全等に関する
条例に基づく揚水規制区域

表４ 揚水規制の概要

工業用水法 県民の生活環境の保全等に関する条例
経 過 年 月 日名古屋地域揚水規制

年 月 日 尾張地域揚水規制
年 月 日 揚水規制
年 月 日 区域拡大

規制地域 名古屋地域
名古屋市南区の一部、港区の一部

尾張地域
一宮市始め尾張 市町村

第１規制区域…稲沢市以南
第２規制区域…一宮市等
第３規制区域…春日井市等

規制対象
用 途

工業用 家事用を除く全用途。ただし、工業用水
法適用のものは除く。

許可基準

名古屋地域 ストレーナーの位置
地表面下 以浅であること

揚水機の吐出口の断面積
以下であること

揚水機の原動機の定格出力
以下であること

１日当たりの事業所総揚水量
以下であること

地域
揚水機の吐
出口の断面
積

ス ト レ ー ナ
ーの位置 地
表面下

南区、港区
堀川以西の

地域及び潮
見町を除く

以下 以深
を超える

もの
〃

上に掲げる
地域以外の
地域

以下 以深
を超える

もの
〃

尾張地域
ストレーナーの位置
地表面下 以浅又は ｍ以深

であること
揚水機の吐出口の断面積

直径 ㎝ 以下であること

既設井戸

・揚水設
備の設置

名古屋地域
年 月 日以降 許可基準適用

尾張地域
年 月 日以降 許可基準適用

ただし、 事業所 日当たり
未満については、例外許可

工業、建築物、温泉、鉱業、工業用水
道事業の用途で 日当たりの総揚水量が

ｍ を超えるものは第１規制区域では
年 月 日以降、第２規制区域では

年 月 日以降揚水量を ％削減。その
他の用途及び第３規制区域は届出揚水
量以下で使用を許可。

（注）：名古屋市の工業用水法規制分については 年 月 日から名古屋市に事務移譲されてい
る。また、名古屋市の条例規制分については含まない。

年 月 日時点
春日町境界線

年 月 日時点
清州町境界線

年 月 日時点
春日町境界線

年 月 日時点
清州町境界線
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図９ 地盤沈下観測所の設置状況

（尾張・名古屋市地域） （三河地域）

（注）番号は表５番号を示す。

●：県観測所、◎：県観測所（テレメータシステム）、▲名古屋市、岡崎市及び豊橋市の観測所

（資料）環境局・名古屋市調べ

表５ 地盤沈下観測所の測定内容等

（尾張・名古屋市地域）

番号 観測所名 所在地 沈下計 水位計 深度（ｍ） 設置年度

飛 島 飛 島 村 ○ ○

美 和 あ ま 市
○

◎

稲 沢 稲 沢 市
○

◎

祖 父 江 稲 沢 市
○

◎

十 四 山 弥 富 市
○

◎

佐 屋 愛 西 市 ○ ○

津 島 津 島 市
○

◎

蟹 江 蟹 江 町
○

◎

江 南 江 南 市 ◎

岩 倉 岩 倉 市
○

○

◎

23

 

24

25

36

26

27
28

29

30

31

32
33

34

35
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（尾張・名古屋市地域）

番号 観測所名 所在地 沈下計 水位計 深度（ｍ） 設置年度

春 日 清 須 市 ○ ○

立 田 愛 西 市 ○ ○

甚 目 寺 あ ま 市 ○ ○

尾 西 一 宮 市 ○ ◎

木 曽 川 一 宮 市 ○

豊 山 豊 山 町 ○

一 宮 一 宮 市 ◎

小 牧 第 一 小 牧 市 ○

春日井第一 春 日 井 市 ○

春日井第二 春 日 井 市 ○

小 牧 第 二 小 牧 市 ○

大 口 大 口 町 ○

弥 富 弥 富 市 ○ ○

港 北 港 区 ○

戸 田 中 川 区 ○

荒 子 中 川 区
○

○

南 陽 港 区 ○

中 村 中 村 区 ○

熱 田 熱 田 区 ○

西 西 区 ○ ○

北 江 中 川 区 ○

（三河地域）

番号 観測所名 所在地 沈下計 水位計 深度（ｍ） 設置年度

吉 良 西 尾 市 ○ ○

豊 橋 第 一 豊 橋 市 ○ ○

豊 橋 第 四 豊 橋 市 ○

豊 橋 第 二 豊 橋 市 ○

小 坂 井 豊 川 市 ○

西 尾 第 一 西 尾 市 ○ ○

一 色 西 尾 市 ○ ○

西 尾 第 二 西 尾 市 ○ ○

碧 南 碧 南 市 ○ ○

岡 崎 第 一 岡 崎 市 ○ ○

岡 崎 第 二 岡 崎 市 ○

豊 橋 第 三 豊 橋 市 ○

豊 川 豊 川 市 ○

（注）１ Ｎ１～Ｎ８は、名古屋市が設置している。

２ ３３，３４番は岡崎市、２５，２６，２７，３５番は豊橋市が所管の観測所。

３ 番号は図９の番号を示す。

４ 水位計の◎は地下水位テレメータシステムを設置している。

（資料） 環境局・名古屋市調べ
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